　　振袖の着付及びレンタルに係る仕様書
１　概要

　　下記日時において、当日実施する式典にて表彰補助をする女性４名に対して、振袖のレンタル、着付及びヘアセットを行うもの。
　　なお、別紙のうち不足する物品（×の表記の物品）については、当日貸出しすること。
２　日時・場所
　　日時
：令和８年１０月１５日（水）　午前８時から午前９時まで
　　場所
：ロームシアター京都（京都市左京区岡崎最勝寺町１３）
　　　※会場及び式典の都合上、午前８時に会場入りし、９時までに４名の着付及び付随する作業を終えること。
３　その他
　（１）見積書及び請求書の内訳において「レンタル代」「着付代およびヘアセット代」は合算せず、それぞれの金額を示し、記載すること。
（２）会場に駐車場はないため、自動車等にて来場する場合は、近隣有料駐車場等を利用すること。
　（３）式典を中止した場合、すでに発生している実費のみ支払うものとする。
　（４）身長・足のサイズについては個別問い合わせの際に回答するものとする。
（５）レンタルした振袖及び物品はクリーニングせず返却するものとする。返却方法については原則秘書担当執務室（又は京都市役所付近）にて返却する。
（６）本業務は、この仕様書に基づくほか、京都市契約事務規則及び関係法令等を順守し、詳細については担当者の指示に従うこと。
（７）見積可能な者は、次のとおりとします。

・本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている市内中小企業（※）。

・本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者にあっては、次のすべてを満たすこと。

　　　　ア 市内中小企業、又は、京都市に主たる事業所を置く特定非営利活動法人であること。

　　　　イ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。

　　　　ウ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。

　　　　エ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。

　　　　オ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。

　　　　カ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

　　※市内中小企業：中小企業基本法第２条第１項各号のいずれかに該当するものであって、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの。
４　担当者及び連絡先

　　京都市総合企画局市長公室秘書担当　高橋、徳井
　　電話　075-222-3063、FAX　075-222-3177
	【別紙】振袖着付に必要な品


１　必需品

	物品
	必要数目安
	持参可能数

	
	
	女性①
	女性②
	女性③
	女性④

	振袖
	１
	１
	×
	×
	×

	袋帯
	１
	１
	×
	×
	×

	長襦袢（振袖用）
	１
	１
	×
	×
	×

	帯締め
	１
	１
	×
	×
	×

	帯揚げ
	１
	１
	×
	×
	×

	帯枕
	１
	１
	×
	×
	×

	足袋
	１
	１
	１
	×
	１

	肌着
	１
	１
	１
	１
	１

	襟芯
	１
	１
	１
	×
	×

	前板
	１
	１
	１
	×
	１

	草履（振袖用）
	１
	１
	×
	×
	×

	腰紐
	４
	４
	４
	×
	２

	伊達締め
	２
	２
	×
	×
	１

	補整タオル
	３
	３
	３
	３
	３


※バッグは使用しないため不要
２　その他
	物品
	数量
	持参可能数

	
	
	女性①
	女性②
	女性③
	女性④

	重ね襟
	１
	1
	×
	×
	×

	後板（前板でも代用可能）
	１
	1
	×
	×
	×

	飾り紐
	１
	1
	×
	×
	×

	髪飾り（ヘアセット用）
	
	持参可能
	×
	×
	×
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